
塵芥処理業務処理要領 

 

 

  この要領は、委託契約書第１条１項に基づき、塵芥処理契約に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 

 

第１  廃棄処理物 

      庁舎内外塵芥 

 

第２  収集期日 

　　　毎週月曜日から土曜日までの６日間。 

　　　ただし、上記曜日が祝日又は南部桧山清掃センターの休日である場合は除く 

 

第３　収集場所 

      北海道立江差病院廃棄物集積所及び厨介処理室 

 

２　　委託者は、受託者の収集作業が容易に行えるよう、塵芥を収集場所に集積するよう

　　協力するものとする。 

 

第４  業務処理上の留意事項 

      業務の処理については、係員と充分打ち合せを行ない、関係法令に定められた基準

　　を守り、事故の防止に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 


